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研究データライセンス
小委員会の設置目的

2

研究データをどのように利用してほしいか
希望条件を分かりやすく表示・確認できるようにしたい

• データを公開する前に、ライセンスを指定
• データを利用する前に、ライセンスを確認

ライセンス表示

データ
公開者

（一次）

データ
利用者

（二次）

データ
利用者

確認・理解・遵守

（元のライセンスを遵守した）

ライセンス表示

確認・理解・遵守
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委員構成
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産

官 学

日本データ取引所
日立コンサルティング

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

科学技術・学術政策研究所
（オブザーバー）国立国会図書館

国立情報学研究所
文教大学
野口研究所
宇宙科学研究所
帝京大学
日本原子力研究開発機構
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活動概要

期間: 2017年10月～現在（二期目）

これまでの活動：

(1) 基礎文献の収集・翻訳

(2) インタビュー調査

(3) アンケート調査

(4) Japan Open Science Summit 2018, 2019にてセッション開催

(5) 「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」
ver.1.0作成

(6) ガイドラインの普及・周知

Related reports:
https://japanlinkcenter.org/rduf/doc/190218_rduf_license.pdf
https://japanlinkcenter.org/rduf/about/index.html#s004_0
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https://japanlinkcenter.org/rduf/doc/190218_rduf_license.pdf
https://japanlinkcenter.org/rduf/about/index.html#s004_0
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利用条件の実態に関する
調査・考察
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問題意識

6

利用条件を課したいが
管理にコストが…

利用条件や
契約内容が

よくわからない

法改正

リポジトリ

国による
法規の違い

公開者 再利用者

研究データの公開・利活用を妨げる要因

池内有為. 「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」
と制限公開を一部改変
https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2020/pdf/20201002_2.pdf
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データの著作物性の有無
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小野寺夏生.ファクトデータベースの著作権. 表1を一部改変
https://doi.org/10.1241/johokanri.40.414
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データ利用に関わる制約
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※カテゴリ内の例示は網羅的なものではない。
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日本における
データの法的保護
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データの不正使用等に対する主な法制度（経済産業省・不正競争防止法平成30年改正の概要（限定提供データ、技術的制限手段等））を一部改変
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/H30nen_fukyohoshosai.pdf
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（n=412）

データ利用者に求めたい条件の実態
調査
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ライセンスの認知度と使用経験
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ガイドラインの策定
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実務上の課題

•ある研究データに著作権が発生するかどうか、
その境目判断は意外に難しい

•多様な利用条件は、データ利用者の解釈コストが
増え再利用の委縮を招く恐れ

実務的な観点からの指針、ガイドラインが必要
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研究データの公開・利用条件指定ガイドラ
イン (2020)
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本編 (32p.) 用語集 (7p.)

https://doi.org/10.11502/rduf_license_guideline

https://doi.org/10.11502/rduf_license_guideline
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ガイドラインの概要

• 研究データのウェブ公開に当たり一般的に留意が必要と

なる情報や事例を、その判断プロセスとともに整理

 実務的な観点から、現在の法体系で可能な手法を探ったもの

• 標準的な利用規約（約款）をフォーマットとして提示

 著作権法で保護される範囲と同程度の条件を定めることで、

データに著作権が発生するかどうかに関わらず、契約によって

データ保持者が定める個別の条件を保護できるように
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Ref: 南山泰之.研究データの公開・利用条件指定ガイドラインの策定
https://current.ndl.go.jp/e2250
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研究データの公開・利用条件
指定フロー
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※ポリシー制定機関による個別の定めがある場合は、定めがない部分のみを検討

詳しい
希望条件あり

専門家に相談
（必要なら規約・契約書を作成）

公開データと
非公開データ
を区別した
か？

研究データ
公開

公開の制限は
あるか？

情報解禁日時
の定めはある
か？

公開先は決
まっている
か？

利用条件は決
まっている
か？

別の方法
・ライセンスを検討

Q1.対象データ
特定

Q2.制約条件
の確認

Q3.公開日時の
指定

Q4.公開先の
選択

Q5.利用条件の
指定

いいえAction はい
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委員による普及・周知活動

• 2020.2.7 データ流通推進協議会技術基準検討委員会
https://www.slideshare.net/yasuyukiminamiyama/20200207-227267174

• 2020.3.23 RDUF公開シンポジウム（オンライン）
https://www.youtube.com/watch?v=slu58RYJh2o&feature=youtu.be

• 2020.4.23 カレントアウェアネス-E（メールマガジン）
https://current.ndl.go.jp/e2250

• 2020.7.2 INFOPRO2020 Plus
https://doi.org/10.11514/infopro.2020.0_59
https://doi.org/10.26226/morressier.5f5624da6fdcfc6871991753

• 2020.10.2 第1回SPARC Japanセミナー2020
https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2020/pdf/20201002_2.pdf
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ガイドラインの活用事例

• 国立大学図書館協会. 「研究データのオープン化と
そのメリット」

https://www.janul.jp/ja/news/20200615

• 三上絢子ほか. 学術機関での研究データの公開プ
ロセスに関するワークフローの考案と問題の分析. 
研究報告インターネットと運用技術（IOT）. 2020, 
2020-IOT-48, no.26, p.1-8.

• J-STAGE Dataデータポリシー（利用機関向け、初版
2020年3月）→近日公開予定
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今後の展開
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残課題

•ガイドラインの普及・周知活動の継続

•関連団体との連携、情報のアップデート

•ガイドライン策定を契機とした、研究データ公
開に伴う制度的課題に関する対策の検討、提言
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継続的な活動を行うための
枠組みが必要
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後継の部会立ち上げ

•研究データライセンス小委員会の後継となる部
会（名称未定）を立ち上げ予定
• 部会：小委員会活動等によって得られた知見の継承
と展開を長期的、継続的に行う枠組み（2021年に創
設予定）

•前述の課題のほか、広く研究データ共有、公開
にまつわる制度的な課題と対策を実務レベルで
議論する
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